
 

平成 29 年 3 月 24 日 

株式会社ワテックスの 

産業競争力強化法に基づく事業再編計画を認定しました 

経済産業省は、本日、株式会社ワテックス（法人番号：2010001086325）から提

出された産業競争力強化法第24条第1項の規定に基づく「事業再編計画」を認定

しました。 

当該計画は、エムエム建材株式会社の１００％子会社である株式会社ワテック

スが条鋼在庫販売関連事業をエムエム建材株式会社から吸収分割により承継

し、同じくエムエム建材株式会社の１００％子会社である大協鋼業株式会社を吸

収合併するものです。これにより建設用鋼材の在庫・加工機能の効率化を図ると

同時に、東日本地区の全域をカバーする鋼材販売会社として生産性とサービ

スの向上を実現することで、企業価値の更なる向上を目指します。なお、株式会

社ワテックスの商号は「エムエム建材販売株式会社」とします。 

 

1．事業再編計画の認定 

株式会社ワテックスから提出された「事業再編計画」について、産業競争力強化

法第 24 条第 1 項の規定に基づき審査した結果、同法第 2 条第 11 項に規定する事

業再編を行うものとして、同法で定める認定要件を満たすと認められるため、「事業

再編計画」の認定を行いました。 

 

今回の認定により、吸収分割に伴う不動産の所有権移転登記に係る税率の軽減

措置を受けることが可能となります。 

 

2．事業再編計画の実施時期 

開始時期 平成 29 年 4 月 ～ 終了時期 平成 32 年 3 月 

 

3．申請者の概要 

名 称：株式会社ワテックス 

資 本 金：95 百万円 

代 表 者：代表取締役社長 田邊 壮志 

本社所在地：東京都港区東新橋一丁目５番２号 

 

（参考）法律・関連した支援制度の詳細は下記特設 URL をご覧ください。 

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/index.html 

 

 
（本発表資料のお問い合わせ先） 

  製造産業局金属課長 山下 

   担当者：乃田、三好 

   電 話：03-3501-1511(内線 3661) 

03-3501-0195(FAX) 

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/index.html


【生産性の向上】 
・有形固定資産回転率を平成３２年３月までに１９％向上させる。 
 
【財務の健全性】 
・有利子負債／キャッシュフロー：６．９倍 
・経常収支比率：１０２.３％ 
 
【前向きな取組】 
・売上高販管費比率の削減率を計画最終年度（平成３１年度）において、６．４％以
上とする。 
 
【計画の実施期間】 
・平成２９年４月～平成３２年３月 

 エムエム建材株式会社の１００％子会社である株式会社ワテックスが、条鋼在庫販
売関連事業をエムエム建材株式会社から吸収分割により承継し、同じくエムエム建
材株式会社の１００％子会社である大協鋼業株式会社を吸収合併する。 
 これにより建設用鋼材の在庫・加工機能の効率化を図ると同時に生産性とサービ
スの向上を実現することで、企業価値の更なる向上を目指す。なお、株式会社ワテッ
クスの商号は「エムエム建材販売株式会社」とする。 

エムエム建材株式会社グループの「事業再編計画」のポイント 

平成２９年３月２４日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②吸収合併 

①吸収分割 

※株式会社ワテックスは平成２９年４月１日付けでエムエム建材販売株式会社に商号変更 

希望する支援措置 

登録免許税の 

軽減 

エムエム建材株式会社 
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様式第十八（第13条関係） 

 

認定事業再編計画の内容の公表 

 

１．認定をした年月日 

 平成29年3月24日 

 

２．認定事業者名 

 株式会社ワテックス 

 

３．認定事業再編計画の目標 

（１）事業再編に係る事業の目標 
エムエム建材株式会社（以下「エムエム建材」という）の子会社である株式会社ワテックス（以

下「ワテックス」という）は、同じく子会社である大協鋼業株式会社（以下「大協鋼業」という）

と共に東日本地区（関東・東北エリア）で建設用鋼材（主に条鋼類）を在庫・加工し販売する特約

店である。一方、親会社であるエムエム建材でも上記２子会社と同様の事業を一部行っている。 
国内の建設鋼材市場は、少子高齢化傾向も背景として中長期的には需要の減少から競争激化が予

想され、特に特約店を中心とした流通業者は収益確保が困難な状況になると予測される。 
建設用鋼材（主に条鋼類）を在庫・加工し販売する流通業者として収益を確保し、需要家に対し

て安定継続供給していくために、ワテックスがエムエム建材の東日本地区（関東・東北エリア）に

おける条鋼在庫販売関連事業を吸収分割により承継し、エムエム建材グループとして建設用鋼材

（主に条鋼類）の在庫・加工機能を一元化することで効率化を図ると同時に、これを各社の販売網

に展開させることで東日本地区（関東・東北エリア）の全域をカバーする鋼材販売会社として競争

力を高めることとした。 
加えて、ワテックスが大協鋼業を吸収合併し、各社の営業ノウハウや在庫・加工機能の更なる拡

充を図ることで、需要家に対して多品種を取りまとめたワンストップ提供機能強化を中心とした生

産性とサービスの向上を実現する。 
これらを通じ、価格面・納期面を中心として需要家ニーズへの対応力強化を実現することで、最

終需要家における生産性の向上に寄与することも目指す。 
以上の方策により、新会社において、効率性及び競争力強化を追求し、東日本地区（関東・東北

エリア）での建設用鋼材（主に条鋼類）の販売網の最適化を図り、企業価値の更なる向上を目指す。 
また、ワテックスは平成２９年４月１日より商号を「エムエム建材販売株式会社（以下「エムエ

ム建材販売」という）」に変更する予定である。 
 

（２）生産性の向上を示す数値目標 
計画の対象となる事業の生産性の向上としては、平成３１年度には平成２７年度に比べて、有形

固定資産回転率を１９％向上させることを目標とする。 
財務内容の健全性の向上としては、平成３１年度において、有利子負債はキャッシュフローの６．

９倍、経常収支比率は１０２．３％となる予定である。 
 
４．認定事業再編計画に係る事業再編の内容 
（１）事業再編に係る事業の内容 

①計画の対象となる事業 
建設用鋼材（主に条鋼類）の在庫・加工・販売事業であり、主な顧客層は大中含めた特約店

に加え、中・小規模の需要家（ゼネコン・ファブリケーター等）である。 
      <選定理由> 

エムエム建材グループの東日本地区（関東・東北エリア）における建設用鋼材（主に条鋼類）

を在庫・加工し販売する事業は、ワテックス及び親会社であるエムエム建材に加え、エムエム

建材の子会社である大協鋼業で各々が行っている。各社の営業領域や在庫・加工機能等は個社

限定の部分もある一方で、重複する部分もあるため、集約により効率化と拡大化の余地がある。 
 
 



②実施する事業の構造の変更と分野又は方式の変更の内容  
上記４-（１）‐①を鑑み、ワテックスがエムエム建材の一部事業を吸収分割により承継する

とともに、ワテックスが大協鋼業を吸収合併することにより、東日本地区（関東・東北エリア）

全域において多品種に跨り在庫・加工機能を有する鋼材販売会社を誕生させ、規模拡大と同時

に生産性の向上を図り、東日本地区（関東・東北エリア）全域にわたって安定的且つ持続的な

建設用鋼材（主に条鋼類）の供給体制の実現を目指すものである。 
また、当該事業分野は過剰供給構造にはなく、更に本事業再編が一般消費者及び関連事業者

の利益を不当に害するおそれがあるものではない。 
 
（事業の構造の変更） 

ⅰ．ワテックスを承継会社とした親会社エムエム建材の条鋼事業の一部の吸収分割 
〈分割会社〉 
名称：エムエム建材株式会社 
住所：東京都港区東新橋一丁目５番２号 
代表者の氏名：代表取締役社長 山元 康雄 
資本金：１０,３７５,０００,０００円 
〈承継会社〉 
名称：株式会社ワテックス 
（平成２９年４月１日エムエム建材販売株式会社に商号変更予定） 
住所：東京都港区東新橋一丁目５番２号 
代表者の氏名：代表取締役社長 田邊 壮志 
資本金：９５，０００，０００円 
・本件吸収分割は、完全親子会社間において行われるため、本件吸収分割に際して株式の

割当て、その他対価の交付は行わない。 
・吸収分割予定日：平成２９年４月１日 
  
ⅱ．ワテックスを存続会社とした大協鋼業の吸収合併 
〈消滅会社〉 
名称：大協鋼業株式会社 
住所：埼玉県川越市小ヶ谷８４８番地１ 
代表者の氏名：代表取締役社長 田邊 壮志 
資本金：３０，０００，０００円 
〈存続会社〉 
名称：株式会社ワテックス 
（平成２９年４月１日エムエム建材販売株式会社に商号変更予定） 
住所：東京都港区東新橋一丁目５番２号 
代表者の氏名：代表取締役社長 田邊 壮志 
資本金：９５，０００，０００円 
・本件吸収合併は、エムエム建材の完全子会社間において行われるため、本件吸収合併に

際して株式の割当て、その他対価の交付は行わない。 
・吸収合併予定日：平成２９年４月１日 

 
（事業の分野又は方式の変更） 

 
ワテックスがエムエム建材の一部事業を吸収分割により承継するとともに、ワテックスが大

協鋼業を吸収合併することにより、東日本地区（関東・東北エリア）全域において多品種に跨

り在庫・加工機能を有する鋼材販売会社を誕生させ、規模拡大と同時に生産性の向上を図り、

東日本地区（関東・東北エリア）全域にわたって安定的且つ持続的な建設用鋼材（主に条鋼類）

の供給体制の実現を目指すものである。 
具体的には、各社の営業ノウハウや在庫・加工機能の更なる拡充を図ることで、需要家に対

して多品種を取りまとめたワンストップ提供機能強化を中心とした生産性とサービスの向上を

図ると同時に、これを東日本地区（関東・東北エリア）全域にわたって提供することを目指す

ものである。 
これにより、自らの収益性の向上と同時に価格面・納期面を中心として需要家ニーズへの対



応力強化を実現することで、最終需要家における生産性の向上に寄与することも目指す。 
本事業再編により、基準年度である平成２７年度と比べて平成３１年度には売上高販管費比

率の削減率を６．４％以上とすることを目標とする。 
 
（２）事業再編を行う場所の住所 

東京都港区東新橋一丁目５番２号 
株式会社ワテックス本社、エムエム建材株式会社本社 
 
埼玉県川越市小ヶ谷８４８番地１ 
大協鋼業株式会社本社 

 
（３）関係事業者・外国関係法人に関する事項 

該当無し 
 

（４）事業再編を実施するための措置の内容 

別表１のとおり 
 

５．事業再編の開始時期及び終了時期 
開始時期：平成２９年４月 
終了時期：平成３２年３月 

６．事業再編に伴う労務に関する事項 
(1)  事業再編の開始時期の従業員数（平成２９年３月末時点） 

ワテックス       ４８名 

（平成２９年４月１日付でエムエム建材販売株式会社に商号変更予定） 

大協鋼業        １６名 

エムエム建材（条鋼在庫販売関連事業の従事者）   ２６名 

 
※上記従業員数には、出向受入社員、契約社員、パート・アルバイトを含む。 

 
７．その他   
   該当なし 



別表１ 

  事業再編の措置の内容 

措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置 

法第２条第１１項

第１号の要件 

  

ロ 会社の分割 ①分割会社 

名称：エムエム建材株式会社 

住所：東京都港区東新橋一丁目５番２号 

代表者氏名：代表取締役社長 山元 康雄 

資本金：１０,３７５,０００,０００円 

 

②承継会社 

名称：株式会社ワテックス 

（平成２９年４月１日エムエム建材

販売株式会社に商号変更予定） 

住所：東京都港区東新橋一丁目５番２号 

代表者氏名：代表取締役社長 田邊 壮志 

資本金：９５，０００，０００円 

 

③吸収分割予定日：平成２９年４月１日 

租税特別措置法 

第８０条第１項 

第６号 

（会社分割に伴う

不動産の所有権の

移転登記等の税率

の軽減） 

イ 合併 ①消滅会社 

名称：大協鋼業株式会社 

住所：埼玉県川越市小ヶ谷８４８番地１ 

代表者氏名：代表取締役社長 田邊 壮志 

資本金：３０，０００，０００円 

 

②存続会社 

名称：株式会社ワテックス 

（平成２９年４月１日エムエム建材

販売株式会社に商号変更予定） 

住所：東京都港区東新橋一丁目５番２号 

代表者氏名：代表取締役社長 田邊 壮志 

資本金：９５，０００，０００円 

 

③吸収合併予定日：平成２９年４月１日 

 

法第２条第１１項

第２号の要件 

  

ハ 商品の新たな

販売の方式の

導入又は役務

の新たな提供

の方式の導入

による商品の

販売又は役務

の提供の効率

化 

エムエム建材グループにおける東日本地区の

建設用鋼材（主に条鋼類）の在庫・加工機能を

一元化することで事業運営面での効率化を図

ると同時に、営業ノウハウの共有や在庫・加工

機能の更なる拡充を中心とした会社再編効果

により、基準年度である平成２７年度に比べて

平成３１年度には売上高販管費比率の削減率

を６．４％以上とすることを目標とする。 
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